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１．計画策定の背景と目的 

（１）地域福祉をめぐる近年の我が国の動向 

① 地域の福祉力の低下と新たな課題の出現、「社会福祉法」

の一部改正 

我が国全体で人口減少や少子高齢化が進む中で、伝統的な「家庭や地

域の“支え合い”の力（＝地域の福祉力）」の低下が顕著となっています。 

 

  

その結果、8050 問題やダブルケアといった複合的な課題など、これま

でのように対象者ごとの縦割り的な制度による公的な福祉サービスだけ

では対応が困難な新たな課題が出現しています。 

 

 

そこで、国は、高齢者支援として推進してきた、分野・主体間を越え

た連携による支え合いの仕組み「地域包括ケアシステム」を、地域に暮

らすすべての人が支え合う仕組みとして深化・推進させるため、「地域包

括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」に

より、「介護保険法」、「障害者総合支援法」、「児童福祉法」、「医療法」と

ともに、「社会福祉法」の一部改正を行いました。 
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② 「社会福祉法」の改正による市町村地域福祉計画の重要性

の高まり 

「社会福祉法」の改正（平成 30 年４月１日施行）により、市町村地

域福祉計画は、福祉分野の上位計画として位置づけられるととも

に、計画の策定が努力義務化されました。 

また、計画に記載すべき２つの追加事項として、地域における高齢者

の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項(16 項目)と、市町村において地域生活課題の解決に資する

支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「改正社会福祉法」の市町村地域福祉計画に関する事項 

 

●努力義務化（計画を策定するよう努めるものとする） 

●福祉分野の「上位計画」として位置づけ 

●計画記載事項が２項目追加 

１．地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉 

その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

（第 107 条の第１項関係） 

２．包括的な支援体制の整備に関する事項 

●既存の分野個別での対応では困難だった課題を解決。 

＝「複合課題」、「制度の狭間」、「生活困窮者支援」等。 
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③ 『我が事・丸ごとの地域共生社会の実現』に向けて 

こうした動向の中で、これからの我が国の福祉改革を貫く基本コン

セプトとして、『我が事・丸ごとの地域共生社会の実現』が打ち出

されました。 

「人々の生活の基盤としての地域の重要性が一層高まる中、地域にお

いて、住民がつながり支え合う取り組みを育んでいくことが必要となっ

ている。このようなつながりのある地域をつくる取り組みは、自分の暮

らす地域をよりよくしたいという地域住民の主体性に基づいて、『他人事』

ではなく『我が事』として行われてこそ、参加する人の暮らしの豊かさ

を高めることができ、持続していく。また、社会保障などの分野の枠を

超えて地域全体が連帯し、地域の様々な資源を活かしながら取り組むこ

とで、人々の暮らしにも地域社会にも豊かさを生み出す」という考えに

基づいたものであり、国は、『地域共生社会』を次のように説明していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『地域共生社会』とは 

 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住

民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 

『我が事・丸ごとの地域共生社会の実現』に向けた包括的な支援体制の整備(イメージ) 

高齢者 
（地域包括ケアシステム） 

  

子ども・子育て家庭 障害者 

生活困窮者支援 

 
 

対象者等で区切れない 
複雑・高度な福祉課題 
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（２）自殺対策をめぐる近年の我が国の動向 

① 自殺対策の重要性の高まり、「自殺対策基本法」の改正と

「自殺総合対策大綱」の見直し 

我が国の自殺者数は、減少傾向にあるものの、年間２万人を超えてお

り、自殺死亡率は、主要先進７か国の中で最も高く、大きな社会問題と

なっています。 

我が国の自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、経済・生活問題に起因する自殺が急増しており、社会的な要因

が大きいとみられることから、自殺対策は個人だけではなく、社会全体

で取り組むべき課題の１つとなっています。 

原因・動機別の自殺者数（平成 28年） 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、国は、社会全体で自殺対策を充実させていくため、平成 28 年

に、平成 18 年に制定した「自殺対策基本法」を改正するとともに、

これに伴い、平成 29 年に、平成 19 年に閣議決定した「自殺総合対策大

綱」の見直しを行いました。 

 

 

自殺者

原因・

動機特

定者

原因・動機別

不詳健康

問題

経済・

生活

問題

家庭

問題

勤務

問題

男女

問題

学校

問題
その他

H28 21,897 16,297 11,014 3,522 3,337 1,978 764 319 1,148 5,600



5 

③ 「自殺対策基本法」の改正による市町村自殺対策計画の策

定の義務化 

「自殺対策基本法」の改正（平成 28 年４月１日施行）により、市町

村自殺対策計画の策定が義務化されました。 

 

 

 

 

 

 

また、「自殺対策基本法」の改正に伴い見直しが行われた「自殺総合

対策大綱」では、『誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現』

に向け、生きることの阻害要因を減らし、生きることの促進要因を増

やすことを通じて、社会全体で自殺リスクを低下させるため、基本方

針には、自殺対策を生きることの包括的な支援として推進することな

ど、重点施策には、地域レベルの実践的な取り組みへの支援や、子ど

も・若者の自殺対策、勤務問題による自殺対策をさらに推進すること

などが示されました。 

 

 

 

 

 

 
「改正自殺対策基本法」の市町村自殺対策計画に関する事項 

 

●義務化（計画を定めるものとする） 

●調査や計画策定に交付金を交付（国から市町村へ） 
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（３）地域福祉計画と自殺対策計画の一体化について 

厚生労働省が示している「市町村自殺対策計画策定の手引」(平成 29

年 11 月)では、地域福祉計画等の一部として策定することも可能とされ

ています。また、その場合には、どの部分が自殺対策計画なのかを明確に

しておくことが必要とされています。 

  厚生労働省「市町村自殺対策計画策定の手引」（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼地域自殺対策計画は、例えば地域福祉計画又は地域福祉支援

計画等の他の計画の一部として策定することも可能であり、必ずしも

単独の計画として策定する必要はありません。ただし、この場合は、

他の計画中のどの部分が地域自殺対策計画に該当するのか明らか

にしておくことが必要です。 

 

地域福祉計画 

地域共生社会づくり 

自殺対策計画 

生きることの包括的な支援 
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２．計画の概要 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第 107条に基づく市町村地域福祉計画であり、本市

が推進する地域福祉の方向性及び具体的な取り組みを示す計画です。 

また、本計画は、本市の最上位計画である「第６次瑞浪市総合計画」の

個別計画としての性格を持っており、将来像である「幸せ実感都市みずな

み～ 共に暮らし 共に育ち 共に創る ～」を、地域福祉の面から実現して

いく役割を担っています。 

本市における分野別の福祉施策については、それぞれの個別計画に基づい

て推進していきます。本計画は、それらの計画の上位計画として、地域福祉

に関連する共通の取り組みなどを明らかにするとともに、さらに必要な取り

組みを加えたものとし、市民の参画と協働を促しながら、市民生活全般にわ

たる福祉の向上を図ることを目的としています。 

 

■社会福祉法第 107 条（市町村地域福祉計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとすると

きは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に

関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるととも

に、その内容を公表するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関

する事項 
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■第６次瑞浪市総合計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域福祉計画と他計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次瑞浪市総合計画 

第４期瑞浪市地域福祉計画 
瑞浪市社会福祉協議会 

地域福祉活動計画 

整合 

整合 

連
携 

◆高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

◆子ども・子育て支援事業計画 

◆みずなみ健康 21計画 

◆その他関連する個別計画 

【福祉分野の個別計画】 

幸せ実感都市 
みずなみ  

～共に暮らし 共
に育ち 

  共に創る～ 

将来像 

１．みんなで支え合い健やかに暮らせるまち  

～健康福祉～ 

２．安全・安心で人と地球にやさしいまち  

～生活環境～ 

３．自然と調和した快適で暮らしやすいまち  

～都市基盤～ 

４．まちの魅力を活かした活力あるまち  

～産業経済～ 

５．いきいきと学び心豊かに暮らせるまち  

～教育文化～ 

６．市民と行政で創造する夢のあるまち  

～新たなまちづくり～ 

基本方針 
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（２）計画期間 

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

なお、社会・経済情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しを行う

ものとします。 

 

■計画期間 

年度 
平成

27 

平成

28 

平成

29 

平成

30 

平成

31 

令和

２ 

令和

３ 

令和

４ 

令和

５ 

令和

６ 

計
画 

          

第３期瑞浪市地域福祉計画      

     
第４期瑞浪市地域福祉計画 

          

 

３．策定スケジュール 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定

★

会議

1月 2月 3月

基礎調査

統計データの分析と法令・制度等の動向の整理

住民ワークショップの実施（延８回）

庁内関係課・社協に対する調査

業務項目
2019年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

計画素案の作成（重点施策・数値目標・施策・事業の検討）

計画とりまとめ、概要版の作成

成果品の印刷製本

12月11月

（パブリックコメント）

計画策定委員会の開催（５回）

関係団体等調査

課題の整理・抽出

計画骨子案の作成（計画の体系・計画概要の整理）


